
 
 
 
 

 
 
 

令和８年度の障害者雇用納付金・調整金及び報奨金の申告申請が４月１日から始まります。 

当機構では、岐阜県下の事業主様等を対象に、申告申請に係る事務手続きについての説明会を開催いた

します。前年度からの変更点もありますので、是非ご参加ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度申告申請のための

障害者雇用納付金制度事務説明会

１ 対   象   岐阜県内事業主、総務・人事労務担当者、社会保険労務士等 の皆様 

２ 日時・場所   令和８年２月～３月岐阜県内各所で実施（詳細は裏面をご覧ください） 

３ 内   容  

（１）納付金・調整金、報奨金及び特例給付金に係る申告申請の事務手続きについて   

（２）前年度からの変更点（令和７年４月１日以降適用）※記入説明書Ｐ１・Ｐ５６参照 

①除外率の引き下げ 

除外率設定業種 現行 変更後 

非鉄金属製造業（非鉄金属第一次製錬・精製業を除く）／船舶製造・修理業  

舶用機関製造業／倉庫業／航空運輸業／国内電気通信業（電気通信回線設備

を設置して行うものに限る。） 

５％ 

 

採石業／砂・砂利・玉石採取業／水運業／窯業原料鉱物鉱業（耐火物・陶磁

器・ガラス・セメント原料用に限る。）／その他の鉱業 
１０％ 

 

非鉄金属第一次製錬・精製業／貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く。） １５％ ５％ 

建設業／鉄鋼業／道路貨物運送業／郵便業（信書便事業を含む。） ２０％ １０％ 

港湾運送業／警備業 ２５％ １５％ 

鉄道業／医療業／介護老人保健施設／介護医療院／高等教育機関 ３０％ ２０％ 

林業（狩猟業を除く。） ３５％ ２５％ 

金属鉱業／児童福祉事業 ４０％ ３０％ 

特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。） ４５％ ３５％ 

石炭・亜炭鉱業 ５０％ ４０％ 

道路旅客運送業／小学校 ５５％ ４５％ 

幼稚園／幼保連携型認定こども園 ６０％ ５０％ 

船員等による船舶運航等の事業 ８０％ ７０％ 

 

②特例給付金の廃止 経過措置はなくなりました 

※今後の障害者雇用納付金制度改正の概要については 

https://www.jeed.go.jp/disability/seido.html でご確認ください。 

 

 ※地方銀行協会に加盟する地方銀行の本支店窓口における 

障害者雇用納付金に係る納付書の取扱は令和８年（２０２６年） 

３月３１日をもって終了いたします。 

 

「電子申告申請システム」による

申告申請をお願いします。 



 

「QR コード」はデンソーウェーブの登録商標です。 

 

 

 

 

 

※申込〆切：各開催日一週間前 

№ 日     時 場     所 定員 

納 付 金・調 整 金  申告申請予定の事業主担当者等 

① 2月 5日(木) 14:00～ 
関市文化会館 ３階 第３・４会議室 

（関市桜本町 2-30-1) 
50 

② 2月 9日(月) 14:00～ 
ワークプラザ岐阜 ３階 大会議室（302) 

（岐阜市鶴舞町 2-6-7) 

初めての 

担当者対象 
40 

③ 2月 13日(金) 13:00～ 
美濃加茂市文化会館 展示室Ⅰ 

（美濃加茂市島町 2-5-57) 

初めての 

担当者対象 
50 

④ 2月 18日(水) 13:00～ 
恵那文化センター ２階 多目的研修室・第３会議室 

（恵那市長島町中野 414-1) 
36 

⑤ 2月 20日(金) 10:30～ ソフトピアジャパンセンター 10階 大会議室 

（大垣市加賀野 4-1-7) 

80 

⑥ 2月 20日(金) 14:00～ 80 

⑦ 2月 25日(水) 10:30～ ワークプラザ岐阜 ３階 大会議室（302) 

（岐阜市鶴舞町 2-6-7) 

40 

⑧ 2月 25日(水) 14:00～ 40 

⑨ 2月 27日(金) 14:00～ 
岐阜職業能力開発促進センター  大教室 

（土岐市泉町定林寺字園戸 963－2) 
50 

⑩ 3月 13日(金) 13:00～ 
高山市民文化会館 ２階 ２－５研修室 

（高山市昭和町 1-188-1) 
30 

報 奨 金   申請予定の事業主担当者等 

⑪ 3月 4日(水) 14:00～ 
ワークプラザ岐阜 ３階 大会議室（302) 

（岐阜市鶴舞町 2-6-7) 
30 

 
※各回 80分程度  初めての担当者対象の場合は 100分程度 

◆申し込み方法 
●QRコードまたは機構岐阜支部ホームページ 納付金制度事務説明会申込サイトに 

アクセスしてお申し込み下さい。  

 
 

●メール 

件名 「事務説明会参加申込」 

法人番号（13桁） ②法人名  ③電話番号  ④部署名  ⑤参加者氏名  ⑥参加希望№（①～⑪） 
 

  上記を記載し gifu-kosyo●jeed.go.jp へお送りください。 
（※メールアドレスの「●」は「＠」に変えてお送りください。） 

 

※ 受付確認通知等はいたしません。申込いただいた会場に直接お越しください。 

※ １法人１名様の申し込みにご協力をお願いします。 

※ 受付は先着順とし、定員に達した場合には別日程・会場をご案内することがございます。 

※ 駐車場については、各会場のホームページにてご確認下さい。 

※ 当日資料を配布して説明します。別途送付する記入説明書は、必要に応じてご持参ください。 

※ （独)高齢・障害・求職者雇用支援機構は「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」を遵守し、

ご記入いただいた個人情報は説明会に関する事務処理及び障害者雇用納付金制度に関連する案内等にのみ利用さ

せていただきます。 

 

 

障害者雇用納付金制度事務説明会 

 

しょしょ書

【 お問い合わせ先 】 

 
 
 
〒500-8842 岐阜市金町５－２５ Ｇ－ｆｒｏｎｔⅡ ７Ｆ 

ＴＥＬ ０５８－２６５－５８２３ 

高齢・障害者業務課 


